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敬
老
祝
い
金
は
、
申
請
主

義
で
す
の
で
手
続
き
を
し
な

け
れ
ば
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

手
続
き
に
つ
い
て
改
善
し
て

ほ
し
い
と
の
声
を
届
け
質
問

し
ま
し
た
。

　
市
は
、
多
数
の
自
治
体
で

は
同
様
の
方
法
で
行
わ
れ
て

い
る
。
市
民
に
と
っ
て
で
き

る
だ
け
負
担
な
く
受
け
ら
れ

る
よ
う
工
夫
し
、
引
き
続
き

正
確
な
支
給
事
務
を
行
っ
て

い
き
た
い
と
答
え
ま
し
た
。

　
中
仙
道
は
、
人
形
４
丁
目

か
ら
神
明
１
丁
目
間
（
３
０

６
０
ｍ
）
を
１６
ｍ
の
道
路
幅

に
す
る
計
画
で
、
２
０
０
６

年
鴻
巣
市
都
市
計
画
道
路
と

し
て
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
鴻
神
社
前
交
差
点

が
拡
幅
さ
れ
、
雷
電
１
・
２

丁
目
間
が
少
し
広
く
な
っ
て

い
ま
す
。
今
後
の
見
通
し
と

歩
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て
要

望
し
、
県
の
計
画
に
つ
い
て

聞
き
ま
し
た
。

　
県
は
、
交
差
点
付
近
を
暫

定
的
に
拡
幅
す
る
が
、
今
後

に
つ
い
て
は
鴻
巣
市
と
協
議

し
て
い
き
た
い
と
答
え
ま
し

た
。
歩
道
に
つ
い
て
も
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
が
良
い
か

相
談
し
て
い
き
た
い
と
し
ま

し
た
。

　
加
須
鴻
巣
線
の
生
出
塚
１

丁
目
「
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
整
骨

鍼
灸
院
」
前
の
歩
道
は
、
大

雨
が
す
る
と
冠
水
す
る
場
所

で
す
。
要
望
個
所
を
事
前
に

提
出
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
県
土
事
務
所
の
職
員
が

現
地
を
確
認
し
て
い
ま
し

た
。
枡
の
ご
み
を
取
り
除

き
、
清
掃
作
業
を
行
う
こ
と

で
対
応
し
た
い
と
答
え
ま
し

た
。

　
除
草
に
つ
い
て
は
多
く
の

要
望
が
出
さ
れ
て
お
り
、
年

２
回
を
基
本
に
除
草
作
業
を

進
め
た
い
と
し
ま
し
た
。

県
道
の
補
修
・
除
草
・
街
路
灯
の

増
設
・
中
仙
道
の
拡
幅
等
を
要
望

　
１０
月
１９
日
（
水
）
秋
山
も

え
県
議
（
上
尾
市
選
出
）
を

は
じ
め
、
北
本
・
桶
川
・
上

尾
・
伊
奈
の
各
議
員
団
と
共

に
、
県
道
の
補
修
・
除
草
・

街
路
灯
の
増
設
、
中
仙
道
の

拡
幅
な
ど
に
つ
い
て
、
北
本

県
土
事
務
所
と
要
望
懇
談
を

行
い
ま
し
た
。

県
土
事
務
所
、誠
実
に
対
応

各
自
治
体
か
ら
の
要
望
書
を

手
渡
す

凸
凹
と
な
っ
て
い
る
路
肩
の

補
修
を

「そば処おおつか」付近に
街路灯の増設を

中
仙
道
の
拡
幅
は
、
鴻
巣
市
と
計

画
を
協
議
す
る

加
須
鴻
巣
線
生
出
塚
１
丁
目
歩
道
を

清
掃
し
、
冠
水
し
な
い
よ
う
に
対
応

県
道
内
田
ケ
谷
鴻
巣
線（
中
央・生

出
塚
間
）の
路
肩
の
補
修
、街
路
灯

１
機
増
設
を
約
束

敬
老
祝
金
支
給
事
務
の
改
善
を

市
、
で
き
る
だ
け
負
担

な
く
支
給
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
工
夫
し
、
正
確

な
実
務
を
行
っ
て
い
く

９
月
議
会
報
告　
竹
田
え
つ
子
の
一
般
質
問
よ
り
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政府は今、マイナンバーカードを全国民に所

持させるため、カードに保険証機能を搭載した

「マイナ保険証」を作成することを国民に呼び     現行の俣険証提示にょう資格確認に問題はこきていません。

かけています。しかし、申込みが進まないため、 多額の税金をつぎこむ無駄づかいは中止すべきです。

● 患者への手助けやマイナンバーカード紛失のトラブル、

日々のシステム運用などにたくさんの負担がかかります。

コロナウイルス感染症への対応でひつ迫している医療現

場の体制の拡充にこそ力を注ぐべきなのに。

全医療機関には2022年度中にカード読み取

り機器の設置義務化を、保険者 (健康保険)に

は、2024年度中に保険証を発行するかしない

選ばせ、将来的には従来の保険証を原則廃止

にする、という方針を打ち出しました。

法律では、カードの取得は国民の任意とさ

れています。にも関わらず、保険診療という生     保険証が固 廃止となつたら、マイナンバー刀一ドを持たなし`人は

命健康に関わるサービスの利用を阻害 しかね 公的医療保険がうけられなくなるのではと不安です。

● 保険者における保険証発行の選択制導入は、加入者に対し

てマイナンバーカードを取得するよう、圧力をかけること

になります。将来的に保険証が原則廃止となれば大きな不

便とカード紛失の危険が付きまとうことになります。

ない保険証廃上の方針を打ち出すことは、事

実上のマイナンバーカード取得強制であり、

国民皆保険の理念に逆行するものです。

個人情報を番号に結びつけて一元管理し

ようとする「マイナンバー制度」には、個人情

報の恣意的な収集や、情報漏洩の危険が指摘

されています。政府には拙速なマイナンバー ● 保険証の廃止は、事実上マイナンバーカード取得の義

務化に限りなく近いもの。マイナンバーカードの取得

は任意とする法令に抵触するのみならず、国民皆保険

を掲げる中で保険証を廃止するのは違法です。

カード普及方針を撤回すること、少な<と も

国会での審議をつくし、その是非について慎

重に検討することを求めます。

マイナンバー制度反対運緒会
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法律家からの声

医療機関からの声

患者からの声


